
山梨県国民健康保険運営協議会運営要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則（昭和６０年山梨県規則

第８号。以下「規則」という。） 第１３条の規定に基づき、山梨県国民健康保険運営協

議会（以下「協議会」という。）の運営について必要な事項を定めるものとする。 

     

（会長） 

第２条 協議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。 

 

（委員欠席の取扱い） 

第３条 委員が協議会に出席できない場合の代理出席は、これを認めない。 

 

（会議録） 

第４条 会長は、協議会の議事につき会議録を作成しなければならない。 

２ 会議録には、会長及び会議において定めた２人以上の委員が署名しなければならない。 

 

（庶務） 

第５条 規則第１２条に定める庶務は、山梨県福祉保健部国保援護課において処理する。 

 

 附 則 

 この要綱は、平成２９年１月１９日から施行する。 

 

資料１ 

３ 

１ 



国民健康保険運営協議会（都道府県、市町村）の役割 

 

 

 

主な 

審議 

事項 

・国保事業費納付金の徴収 

 保険料水準の統一化に向けた審議 等 

・国保運営方針の作成 

 保険料水準の統一化を図る時期 

 統一化に向けた課題の解消策 等  

                その他の重要事項 

 

主な 

審議 

事項 

・保険給付 

・保険料の徴収 

その他の重要事項 

委員 ・被保険者代表 

・保険医又は保険薬剤師代表 

・公益代表 

・被用者保険代表 

 委員 

・被保険者代表 

・保険医又は保険薬剤師代表 

・公益代表 

・被用者保険代表（任意） 

 

 

 

 

 

 

（国民健康保険事業の運営に関する協議会） 

第 11 条 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされ

ている事務に係るものであつて、…(略)…国民健康保険事業費納付金の徴収、…(略)…都道府県国民健康保

険運営方針の作成その他の重要事項に限る。）を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の

運営に関する協議会を置く。 

２ 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより市町村が処理することとされてい る事

務に係るものであつて、…(略)…保険給付、 …(略)…保険料の徴収その他の重要事項に限る。）を審議させるた

め、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 

３ 前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(…(略)…) 

  を審議することができる。 

４ 前三項に規定するもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必要な事項は、政令で定める。 

 

都道府県に設置される国保運営協議会 市町村に設置される国保運営協議会 

■改正後の国民健康保険法（抜粋） 

※ 納付金の算定方法についても、納付金の徴収に関する事項に含まれており、必須審議事項とされている。 

 平成３０年度以降においては、納付金の算定方法の一環として、保険料水準の統一化等の重要事項について審議

することが想定される。 

２ 



 

              

 山梨県附属機関の設置に関する条例 山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則 山梨県国民健康保険運営協議会運営要綱 

山梨県メデ

ィカルコント

ロール協議

会等の設置

及び担任事

務    

第三条 
次の各号に掲げる審議会その他の合議制の機関又は協議会とし

て、当該各号に掲げる附属機関を設置する。 
    

三 
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第十一条第

一項の協議会 山梨県国民健康保険運営協議会 
    

２ 
法令及び前項の規定により設置される附属機関の担任する事務

は、別表第二の担任事務欄に掲げるとおりとする。 
    

組織 

第四条 
附属機関は、別表第一、別表第二及び別表第三の委員の定数

欄に掲げる数の委員で組織する。 
    

２ 
委員は、別表第一、別表第二及び別表第三の委員の要件欄に

掲げる者のうちから、知事が任命し、又は委嘱する。 
    

３ 
委員の任期は、別表第一、別表第二及び別表第三の委員の任

期欄に掲げるとおりとする。 
第二条 

委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 
  

会長等 第五条 

附属機関に、規則で定めるところにより、会長又は委員長（以下

「会長」と総称する。）及び副会長又は副委員長（以下「副会長」

と総称する。）を置く。 

第四条 

条例第五条第一項の規定により、附属機関(山梨県社会福祉審

議会及び感染症診査協議会を除く。)に会長を、山梨県社会福

祉審議会及び感染症診査協議会に委員長を置く。 

第２条 
協議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員

がこれを選挙する。 

  

 

２ 

条例第五条第一項の規定により副会長を置く附属機関及び当該

附属機関に置かれる副会長の定数は、次の表のとおりとする。 

（※山梨県総合計画審議会、山梨県メディカルコントロール協議

会、山梨県青少年問題協議会、山梨県卸売市場審議会、山梨

県環境保全審議会、山梨県職業能力開発審議会） 

  

 ２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。     

 ３ 会長は、会務を総理し、附属機関を代表する。     

 ４ 
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を

代理する。 
    

 ５ 

副会長が置かれていない附属機関にあつては、会長に事故があ

るときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理す

る。        （※当協議会は副会長が置かれていない） 

    

会議 第六条 附属機関の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。     

 ２ 
会議は、規則で定める場合を除くほか、委員の二分の一以上が

出席しなければ、開くことができない。 
  第３条 

委員が協議会に出席できない場合の代理出席は、これを認めな

い。 

 ３ 
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 
    

     第４条 
会長は、協議会の議事につき会議録を作成しなければならな

い。 

     ２ 
会議録には、会長及び会議において定めた２人以上の委員が署

名しなければならない。 

委任 第八条 
この条例に定めるもののほか、附属機関の担任事務、組織及び

運営等に関し必要な事項は、規則で定める。 
第十三条 

この規則に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し

必要な事項は、会長が当該附属機関に諮つて定める。 
  

庶務   第十二条 附属機関の庶務は、別に定めるところにより、処理する。 第５条 
規則第１２条に定める庶務は、山梨県福祉保健部国保援護課に

おいて処理する。 

担任事務 委員の定数 委員の要件 委員の任期 

国民健康保険法第十一条第一項の規定による国民健康保険事業の運営に関する事項の審議に関する事務 十一人 

一 被保険者を代表する者 

二 保険医又は保険薬剤師を代表する者 

三 公益を代表する者 

四 被用者保険等保険者を代表する者 

三年 

【参考】 国保運営協議会に関する記載について 

【別表第二】  

３ 


